
11 月 1 日（土）・2 日（日）桜ケ丘ハイツ秋まつり実行委員会主催の第３２回桜ケ丘ハイツ秋まつ

りが開催されました。両日共にまずまずの天気に恵まれ、幼稚園・保育園の園児の皆さんを初め多く

の皆様の御参加をいただき、笑顔いっぱいの素晴らしい秋まつりになりました。 

秋まつりスタッフとしてご協力いただいた皆様、ボランティアとしてご協力いただいた中学生・高

校生の皆様、お疲れさまでした、ありがとうございました❕ 
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令和 7 年 11 月 16 日秋の花いっぱい運動が開催されました。11 月 9 日は雨天の為、順延となり本

日の開催となりました。秋晴れの好天に恵まれ、多くの住民の皆様にご参加を頂きありがとうござい

ました。班長の皆様、環境部の皆様、お疲れ様でした、ありがとうございました。 

令和 7 年度 秋の花いっぱい運動 開催 



桜ケ丘ハイツ自治連合会の主催

により「防災フェスタ」が開催さ

れます。日頃、体験できない「煙

道体験」「消火栓ホース取り付け体

験」など、いろいろな体験コーナ

ーを用意して皆様の御参加をお待

ちしています。 

 

 

 

桜ケ丘ハイツ    どんど焼き    

 
（ 目     的 ） 地域の触れ合いの場として、地域行事である文化や 

伝統を継続していきます。 

（開  催  日） 2026年 1月11日（日）8：30 ～ 11：00 

小雨決行。   雨天、強風時は、振る舞いは実し、 

お焚き上げは中止します。 

（ 場   所 ）桜ケ丘ハイツ地区センター  南側（砂利）駐車場 

（ 実 施 内 容） ① お焚き上げ 

・しめ飾り、しめ縄、お札、お守り、破魔矢、 

書き初めなどを燃やします。 

②  振る舞い（全て無料、なくなり次第終了です）        

・福酒：樽をご用意します。 

・福ぜんざい：作りたての温かいぜんざいを提供します。 

・福餅：お焚き上げで焼いたお餅を提供します。 

・福菓子：小学生以下のお子様〝先着 200 名〟に進呈します。 

・福灰：お焚き上げの灰（庭にまくと家内安全、無病息災）をご用意します。 

防 災 

フェスタ 開催 



 

 

 

土田宿は中山道の宿駅としていつごろ設置されたかは不明ですが、幕府が中山道を整備する以前

から存在していたことは天正 10 (1582) 年織田信長が武田氏攻略､慶長 5(1600)年徳川秀忠が関

ヶ原合戦の際、ここに宿泊していることからもわかります。東山道の名残りとして土田－善師野－犬

山という経路があったようです。また初代尾張藩主徳川義直も土田宿本陣に宿泊し、この一館を「止

善殿」と名付けました。元禄 7(1694)年､伏見宿の新設に伴い土田宿は中山道の宿場としての使命

を終えています。以後の土田宿については「濃州徇行記」に次のように記されています。「本郷は宿

町､2 組にて 100 戸ほどあり｡近来漸々に衰耗せり｡宝暦年の頃までは邦君木曽路へ御通行の時､御家

中宿札打つべき家も数多ありて御同勢の御問も合しが今は頽(くず)れ家多出来､宿内に屋敷跡または

古井戸などのこれり｡」渡しが大井戸から太田(今渡り)に移動するに伴い､宿場も移動したのです。そ

して一里塚も土田から美濃加茂の古井(こび)へと移りました。伏見は新たに公認された宿とは     

いえ、突然宿が形成されたわけではなく、中山道「間の宿」（あいのしゅく）として機能していた伏

見宿を格上げしたことのようです。江戸幕府は公定駄賃制度を制定して荷物の流通がスムーズに行               

くように図っていました。また上洛や大名通行の折も荷物の継ぎ足しのために宿場ごとに馬を出す   

頭数が割り振られていました。しかし伏見宿は大きく発展するこ 

とはなく、1848（嘉永元）年の大火で消失したあと本陣の再建  

はありませんでした。1862 年に参勤交代は三年に一度でよい、

という文久の改革があり、更にその後の 1867 年には大政奉還

で参勤交代制度そのものも消失したので、本陣消失により宿に

おける役目をなさなかったのは、江戸幕府の最後の 20 年余り

ということです。 

次の話しは茶壺道中です。            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 皆様がごみ集積場に適切に排出された不燃ごみや 

粗大ごみの中から、リサイクルが可能な資源物を無断

で持ち去ったり、集積場を荒らす行為が発生していま

す。 

持ち去り行為を目撃した場合は、車のナンバーや車

種、目撃場所等を市役所環境課（62-1111）又は 

可児警察署（61－0110）、自治会事務所（64-

2834）にご連絡ください。 

                環境部 

 

歴史風土記 第 7 回 齊藤  千勝

土 田 の 一 里 塚 

ゴミ集積場からの持ち出しにご注意を！


